
 

 

「情報公開文書」                  医学部 HP 掲載用 

 

受付番号： ２０１９－１－９０２ 

 

課題名：凍結肩診療の現況調査 

 

 

１．研究の対象 

平成 28年 4月 1日から令和 2年 3月 31日に表１における病院の整形外科または麻酔

科（ペインクリニック）外来を受診し，凍結肩，肩関節周囲炎，または五十肩と診断さ

れて診療された全ての患者 

 

２．研究期間 

 2018 年 5 月（倫理委員会承認後）～2021 年 4 月 

  

３．研究目的 

本邦の凍結肩診療の現況を多施設で調査し，その有効性を検討する．本研究により

現在の適切な検査と治療の一端が明らかとなる．将来的には，凍結肩のエビデンスを

基盤とした診断，治療のための基礎データとする． 

 

４．研究方法 

本研究プロトコールを承認し，日本整形外科学会または日本ペインクリニック学会の

専門医が常勤し，凍結肩と診断された外来患者が過去 3 年間に 30 名以上いる施設を参

加施設とする． 

過去４年間（平成 28 年 4 月から令和 2 年 3 月 31 日）に整形外科または麻酔科（ペイン

クリニック）外来を受診し，凍結肩，肩関節周囲炎，または五十肩と診断されて診療さ

れた全ての患者を対象とする．ただし，各施設エントリー患者の上限数を初診日の新し

いものから最大 200 例とする．これは本邦の現況調査であるため，なるべく多数の施設

のデータを収集し，かつ特定の施設の診療のバイアスがかからないようとするため，1

施設当たりのエントリー患者数に上限を設ける． 

観察項目として年齢，身長，体重，既往歴（特に糖尿病、甲状腺疾患の有無）、職業，

スポーツ歴，利き手、肩関節可動域（初診時，1 か月後，半年後），痛みの程度

（Visual analogue scale で評価、初診時，1 か月後，半年後），痛みの出現（安静時、

運動時、夜間）、発症から受診までの期間，診療期間，診療回数，施行された理学テス

ト（特に棘上筋テスト、棘下筋テスト、肩峰下インピンジメント徴候, lift off test）とそ



 

 

の結果，施行した検査（血液検査，単純 X 線，超音波検査，MRI， X 線 CT，その

他），用いた評価表（DASH; Disability of the Arm, Shoulder and Hand，SPADI; 

Shoulder Pain and disability Index，JOA score; 日本整形外科学会肩関節疾患成績判

定基準，Shoulder 36; 患者立脚肩関節評価法，WORC (Western Ontario Rotator Cuff 

Index), その他），行った治療方法（薬物療法の種類，神経ブロック，理学療法，徒手

療法，物理療法，心理療法，以上の種類と頻度），最も診断に役立った検査または所見

を抽出する． 

 

５．研究に用いる試料・情報の種類 

情報：病歴、治療歴、副作用等の発生状況 等 

 

６．外部への試料・情報の提供 

「該当なし」 

 

７．研究組織（表 1） 

氏名 所属 役職 
代表施設/共同

施設 

山内 正憲 
国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科外科病

態学講座 麻酔科学・周術期医学分野 
教授 研究代表施設 

臼井 要介 医療法人社団明仁会 水谷痛みのクリニック 部長 共同研究施設 

蔵谷 紀文 埼玉県立小児医療センター麻酔科 部長 共同研究施設 

田中 稔 
独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院整

形外科 
部長 共同研究施設 

檜森 興 
公益社団法人地域医療振興協会 公立黒川病院整形

外科 
科長 共同研究施設 

紺野 慎一 
公立大学法人福島県立医科大学 医学部整形外科学

講座 
教授 共同研究施設 

柴田 陽三 学校法人福岡大学 福岡大学筑紫病院 整形外科 教授 共同研究施設 

池上 博泰 学校法人東邦大学 医学部 整形外科学講座  教授 共同研究施設 

菅本 一臣 
国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 運動

器バイオマテリアル学講座 
教授 共同研究施設 



 

 

山下 敏彦 
北海道公立大学法人札幌医科大学 大学院医学系研

究科 臨床医学部門講座 整形外科学講座 
教授 共同研究施設 

岩堀 裕介 
愛知医科大学医学部 整形外科学講座・スポーツ医科

学センター  

特任教

授 
共同研究施設 

寺田 哲 
医療法人社団アール・アンド・オー 静岡リウマチ整形外

科リハビリ病院 
医員 共同研究施設 

千葉 知史 医療法人社団関逓会 仙台ペインクリニック 副院長 共同研究施設 

飯田 宏樹 
国立大学法人岐阜大学 大学院医学系研究科  

病態制御学講座 麻酔・疼痛制御学分野 
教授 共同研究施設 

中本 達夫 
学校法人関西医科大学 医学部医学科 麻酔科学講

座 

診療教

授 
共同研究施設 

藤原 祥裕 
学校法人愛知医科大学 大学院医学研究科臨床医学

系 麻酔科学専攻 
教授 共同研究施設 

柴田 政彦 
国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 疼痛医

学寄附講座 
教授 共同研究施設 

奥田 泰久 
学校法人獨協学園 獨協医科大学埼玉医療センター 

麻酔科 
教授 共同研究施設 

深澤 圭太 
京都府公立大学法人京都府立大学 大学院医学研究

科 疼痛・緩和医療学 
講師 共同研究施設 

中山 雅康 医療法人社団悠仁会 羊ケ丘病院 麻酔科 副院長 共同研究施設 

新堀 博展 医療法人緩和会 横浜クリニック 院長 共同研究施設 

朴 基彦 医療法人社団 朴ペインクリニック 院長 共同研究施設 

廣瀬 聰明 医療法人 麻布整形外科 
診療部

長 
共同研究施設 

境 徹也 
国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 ペイン

クリニック麻酔科 
部長 共同研究施設 

齋藤 可奈 東北労災病院 麻酔科 医員 共同研究施設 

 

８．お問い合わせ先 

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、

研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。また、試料・情報

が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承い



 

 

ただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場

合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 

 

  照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

  海法 悠 

東北大学大学院医学系研究科麻酔科学周術期医学分野 

〒980-8575 

住所 仙台市青葉区星陵町 2-1 

TEL 0227177321  FAX   0227177325 

E-mail   yu.kaiho.1126@gmail.com 

研究責任者・代表者：東北大学大学院医学系研究科麻酔科学周術期医学分野  

山内 正憲 

   

 

◆個人情報の利用目的の通知に関する問い合わせ先 

保有個人情報の利用目的の通知に関するお問い合わせ先：「８．お問い合わせ先」 

※注意事項 

以下に該当する場合にはお応えできないことがあります。 

＜人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 第 6章第 16の 1(3)＞ 

①利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、研

究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

②利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、当

該研究機関の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

 

◆個人情報の開示等に関する手続 

本学が保有する個人情報のうち、本人の情報について、開示、訂正及び利用停止を請求

することができます。 

  保有個人情報とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報です。 

1) 診療情報に関する保有個人情報については、東北大学病院事務部医事課が相談窓口と

なります。詳しくは、下記ホームページ「配布物 患者さまの個人情報に関するお知ら

せ」をご覧ください。（※手数料が必要です。） 

【東北大学病院個人情報保護方針】 

http://www.hosp.tohoku.ac.jp/privacy.html 

2) 1)以外の保有する個人情報については、所定の請求用紙に必要事項を記入し情報公開

室受付窓口に提出するか又は郵送願います。詳しくは請求手続きのホームページをご覧く

ださい。（※手数料が必要です。） 

http://www.hosp.tohoku.ac.jp/pc/img/saito/01.pdf
http://www.hosp.tohoku.ac.jp/pc/img/saito/01.pdf


 

 

【東北大学情報公開室】

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kokai/disclosure/index.html 

※注意事項 

以下に該当する場合には全部若しくは一部についてお応えできないことがあります。 

＜人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 第 6章第 16の 2(1)＞ 

①研究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場

合 

②研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

③法令に違反することとなる場合 


